
インドネシア政府による犠牲祭に伴う活動制限（政府通達の発出） 

 

令和３年７月２０日（総２１第１０３号） 

在デンパサール日本国総領事館     

 

●７月１７日、インドネシア政府は、イスラム教の犠牲祭期間、国内移動制限を含む

活動制限を変更する通達を発出しました。この通達に基づく制限は７月２５日までと

されています。 

●ジャワ島・バリ島への出入りを伴わない国内移動については、ワクチン接種証明書

の提示は不要とされました。また、重病患者、妊娠中の女性など、必要に迫られた移

動については移動制限の対象外と位置づけられました。 

●１８歳未満の移動は制限されるとされています。 

 

 

１．７月１７日、インドネシア政府の新型コロナウイルス対策ユニットは、７月１７

日付け通達２０２１年第１５号を発出し、イスラム教の犠牲祭期間、国内移動制限を

含む活動制限を変更すると発表しました。 

 

２．この通達にもとづく活動規制の期間は７月１８日から２５日までとされています。 

 

３．国内移動制限については、７月３日から行われている措置（https://www.denpas

ar.id.emb-japan.go.jp/files/100208878.pdf ）からの変更点は以下の通りです。な

お、出国を目的とする外国人の国内移動については従前の規制のとおりとなります

（詳しくは７月９日付け当館お知らせ（https://www.denpasar.id.emb-japan.go.jp

/files/100211246.pdf ）、７月１２日付け当館お知らせ（https://www.denpasar.id.

emb-japan.go.jp/files/100211940.pdf ）をご覧ください）。 

（１）ジャワ島・バリ島への出入りを伴う国内移動には、少なくとも１回目のワクチ

ン接種証明書を提示するとともに、出発前２×２４時間以内に検体採取したＰＣＲ検

査または出発前１×２４時間以内に検体採取した迅速抗原検査の陰性証明書を提示

する必要がある。 

（２）ジャワ島・バリ島への出入りを伴わない国内移動には、出発前２×２４時間以

内に検体採取したＰＣＲ検査または出発前１×２４時間以内に検体採取した迅速抗

原検査の陰性証明書を提示する必要がある。 

（３）１８歳未満の移動は制限する。 

（４）本制限の対象外となる移動は以下の通り。 

ア 必須分野、重要分野の業務上に必要な移動 

イ 必要に迫られた移動（重病患者、妊娠中の女性及び補助役の家族１名、分娩上の

必要性に迫られた人物と同行者２名、新型コロナウイルスに感染していない遺体の搬

送者最大５名） 

（５）本制限の対象外となる移動においてジャワ島・バリ島への出入りを行う場合は
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労働者証明書（STRP）もしくは移動目的を説明する書類を持参すること。 

 

４．その他の活動制限は以下の通りです。 

（１）緊急活動制限の対象地域、レッドゾーンの県・市では集団での宗教活動は禁止。

それ以外の地域では、収容人数の３０％まで。 

（２）緊急活動制限の対象地域、レッドゾーンの県・市では観光地は閉鎖。それ以外

の地域では、収容人数の２５％まで。 

（３）異なる世帯住民の間での訪問が起こらないよう村（desa）/区（kelurahan）、隣

組（RT）、町内会（RW）単位で監督する。 

（当館注：バリ州では、自治組織単位である「RT」は「バンジャール」、「RW」は「村

(desa)/行政村(Kelurahan)」に置き換えられる。） 

 

５．インドネシアにおける新型コロナウイルス対策のための措置は、突然変更される

可能性があります。邦人の皆様におかれても、最新の関連情報の入手に努めてくださ

い。居住地・活動地の地方政府が定める対象地域や活動制限の内容については、各地

方政府の発表等最新の関連情報の入手に努めてください。 

 

６．現在、インドネシアでは、ジャカルタ首都圏を始めとしたジャワ島を中心に、新

型コロナウイルス感染が急激に拡大しています。在留邦人の皆様におかれては、感染

状況やインドネシア政府による措置等に関し、最新の状況に注意するとともに、今後、

感染状況が更に悪化する可能性も念頭に、不要な移動は避けるなど、御自身や御家族

の安全の確保に努めてください。 


